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《
釈 

文
》 進

上
申
手
形
之
事 

一 

此
度
三
波
川
山
へ
木
か
り
に
参
り
候
処
、
か
ま
を 

 
 

と
ら
れ
申
候
、
其
か
わ
り
に
わ
き
指
を
と
り
■
〔
破
損
〕 

 
 

申
候
故
、
御
代
官
様
へ
被
一

仰
上
二

候
、
則
若
違 

 
 

候
ニ
付
而
わ
き
指
取
申
候
も
の
鬼
石
権
三
郎
殿 

 
 

御
か
ゝ
い
被
レ

成
、
其
上
町
衆
頼
入
御
わ
ひ
申
■
〔
破
損
〕 

 
 

付
而
御
ゆ
る
し
被
レ

下
候
、
以
来
ハ
三
波
川
山
へ
参 

 
 

申
ま
し
く
候
、
若
参
木
草
か
り
申
ニ
付
而
ハ
、
か
ま
御 

 
 

取
候
共
、
少
も
違
ろ
ん
申
ま
し
く
候
、
為
レ

其
如
レ

此
手 

 
 

形
進
上
申
候
、
仍
如
レ

件
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新
宿
村 
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《
読
み
下
し
》 

進
上
申
す
手
形
の
事 

一 

此
の
度
三
波
川
山
へ
木
か
り
に
参
り
候
処
、
か
ま
を
と
ら
れ
申
し
候
、 

其
か
わ
り
に
わ
き
指
を
と
り
■
申
し
候
故
、
御
代
官
様
へ
仰
せ
上
げ
ら
れ
候
、

則
ち
若
し
違
い
候
に
つ
い
て
、
わ
き
指
取
り
申
し
候
も
の
鬼
石
権
三
郎
殿
御
か



ゝ
い
成
ら
れ
、
其
上
町
衆
頼
み
入
り
御
わ
ひ
申
■
つ
い
て
、
御
ゆ
る
し
下
さ
れ

候
、
以
来
は
三
波
川
山
へ
参
り
申
す
ま
じ
く
候
、
若
し
参
り
木
草
か
り
申
す
に

付
い
て
は
、
か
ま
御
取
り
候
と
も
、
少
し
も
違
ろ
ん
申
す
ま
じ
く
候
、
其
の
為

か
く
の
如
く
手
形
進
上
申
し
候
、
仍
っ
て
件
の
ご
と
し
、
（
後
略
） 

 

《
用 

語
》 

【
手
形
】
印
判
を
押
し
た
証
書
や
契
約
書
な
ど
の
類
。
金
銭
の
借
用
・
受
取
な
ど
の

証
文
や
身
請
・
年
季
な
ど
の
契
約
書
。
切
符
。
手
形
証
文
。 

【
木
か
り
】
木
を
刈
る 

【
か
ま
】
鎌
。
穀
物
や
柴
草 

（
し
ば
く
さ
） 

の
刈
り
取
り
に
用
い
ら
れ
る
農
具
。 

【
わ
き
指
】
腰
の
脇
に
差
す
小
刀
。
腰
に
差
す
大
小
両
刀
の
う
ち
、
小
刀
の
称
。 

【
代
官
】
幕
府
の
代
官
か
。
当
時
の
代
官
は
伊
奈
半
十
郎
忠
治
で
、
手
代
大
河
内
与

兵
衛
が
出
し
た
年
貢
関
係
の
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

【
鬼
石
権
三
郎
】
不
明 

【
か
ゝ
い
】
お
抱
え
。
給
料
を
支
払
っ
て
人
を
雇
っ
て
お
く
こ
と
。 

【
町
衆
（
ち
ょ
う
し
ゅ
）
】
町
の
住
人
。
町
内
の
人
々
。
ま
ち
し
ゅ
う
。
ち
ょ
う
し

ゅ
う
。 

【
ま
し
く
（
間
敷
）
候
】
し
て
は
な
ら
な
い
。 

【
違
ろ
ん
】
異
論
。
他
と
異
な
る
意
見
、
議
論
。
対
立
し
た
考
え
。
ま
た
、
そ
れ
を

表
明
す
る
こ
と
。 

【
寛
永
十
八
年
】
西
暦
一
六
四
一
年 

【
新
宿
村
】
武
蔵
国
新
宿
村
（
神
川
町
新
宿
）
は
、
神
流
川
右
岸
に
位
置
し
、
南
は

渡
瀬
村
、
対
岸
は
上
野
国
緑
野
郡
保
美
村
（
現
群
馬
県
藤
岡
市
）
・
浄
法
寺
村

（
同
）
。
渡
瀬
の
新
宿
と
し
て
開
か
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
田
園
簿
に
よ
る
と

高
二
五
九
石
余
、
此
永
五
一
貫
九
五
六
文
、
幕
府
領
。 

【
三
波
川
】
旧
多
野
郡
鬼
石
町
三
波
川
（
現
藤
岡
市
三
波
川
）
。
近
世
は
幕
府
領
。 

【
お
に
し
】
鬼
石
村
。
近
世
は
お
お
む
ね
幕
府
領
。
寛
文
郷
帳
の
高
三
八
三
石
余
は

す
べ
て
畑
方
。
当
地
は
十
石
峠
村
道
、
三
波
川
道
の
出
入
口
に
あ
た
り
、
藤
岡

・
新
町
、
ま
た
は
武
州
秩
父
児
玉
・
本
庄
へ
の
交
通
の
要
地
と
な
っ
て
い
た
。

寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
に
は
す
で
に
穀
類
・
塩
・
小
間
物
・
太
物
な
ど
の
他
、

綿
・
麻
・
屋
根
板
・
薪
炭
・
紙
な
ど
の
市
が
立
ち
、
貞
享
元
年
頃
に
は
鬼
石
絹

の
絹
市
も
開
か
れ
た
（
前
橋
風
土
記
）
。 

 

 《
解 

説
》 

寛
永
十
八
年
（
一
六
四
一
）
新
宿
村
の
四
郎
左
衛
門
他
五
名
・
鬼
石
証
人
四
名
が
、

三
波
川
の
権
右
衛
門
ほ
か
御
年
寄
衆
に
対
し
て
出
し
た
文
書
で
す
。 

新
宿
村
の
者
が
三
波
川
山
で
木
を
伐
っ
た
た
め
鎌
を
取
ら
れ
た
が
、
逆
に
新
宿

村
の
者
が
三
波
川
村
の
者
の
脇
差
を
取
っ
た
の
で
、
三
波
川
村
が
代
官
に
訴
え
出

た
の
で
し
た
。
ま
た
、
脇
差
を
取
っ
た
者
は
鬼
石
権
三
郎
が
抱
え
て
い
た
も
の
で
あ

っ
た
の
で
、
鬼
石
の
「
町
衆
」
を
頼
ん
で
詫
び
を
入
れ
許
し
て
も
ら
っ
た
経
緯
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
以
後
新
宿
村
の
者
は
「
三
波
川
山
」
へ
入
り
草
木
を
刈
り

取
ら
な
い
こ
と
を
誓
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。 

当
時
は
、
草
木
は
牛
馬
な
ど
家
畜
の
飼
料
に
あ
て
た
り
、
田
畑
の
肥
草
（
こ
え
く

さ
・
刈
敷
）
に
使
用
す
る
な
ど
、
民
衆
に
と
っ
て
不
可
欠
の
資
源
で
し
た
。
こ
う
し

た
採
草
地
は
秣
場
・
入
会
と
呼
ば
れ
、
複
数
の
村
が
共
同
採
取
す
る
、
規
模
も
か
な

り
大
き
い
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
複
数
の
村
が
利
用
す
る
こ
と
か
ら
、
山
野

の
利
用
な
ど
を
め
ぐ
る
争
い
（
山
論
）
は
、
中
世
か
ら
各
地
で
頻
発
し
て
い
ま
し

た
。
そ
の
中
で
は
、
「
鎌
を
取
る
」
と
い
う
山
道
具
を
差
し
押
さ
え
る
と
い
う
作
法

（
慣
習
）
が
、
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
山
を
犯
す
相
手
方
か
ら
鎌
や
斧
を
奪

い
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
地
を
実
力
で
支
配
す
る
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
自
分
の
力
で
土
地
を
実
効
支
配
し
争
い
を
解
決
す
る
自

力
救
済
と
い
う
観
念
は
、
中
世
的
な
も
の
で
す
が
（
藤
木
久
志
『
中
世
民
衆
の
世

界
』
岩
波
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
も
ま
だ
山
論
の
現
場
な
ど

に
残
さ
れ
て
い
た
の
は
興
味
深
い
こ
と
で
す
。 


